
大学府史跡出土木簡

大
学
府
史
跡
出
土
木
簡

は

じ

め

に

大
学
府
史
跡
お
よ
び
大
学
府
条
坊
跡
の
調
査
で
は
、
今
日
ま
で
に

一
三

一
六

点
の
木
簡
出
土
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
大
学
府
史
跡
の
官
衛
か
ら

出
土
し
た
古
代
木
簡
を
中
心
と
し
て
検
討
し
、
木
簡
か
ら
み
た
大
学
府
成
立
期

の
様
相
、
大
学
府
の
組
織
、
大
学
府
と
西
海
道
諸
国
や
中
央
政
府
と
の
関
係
に

つ
い
て
考
え
た
い

（本
稿
で
論
及
す
る
木
簡
の
出
土
地
点
は
図
１
参
照
）。

第

一
章
　
木
街
か
ら
み
た
大
学
府
成
立
期
の
様
相

大
学
府
史
跡
第
四
次
調
査
蔵
司
西
地
区
は
、
大
学
府
政
庁
跡
中
軸
線
か
ら
西

に
約
三
Ｏ
Ｏ
ｍ
の
地
点
で
、
東
側
の
蔵
司
、
西
側
の
来
木
と
い
う
二
つ
の
舌
状

台
地
に
は
さ
ま
れ
た
地
域
で
あ
り
、
北
方
の
坂
本
集
落
か
ら
台
地
の
間
を
ぬ
っ

て
南
下
す
る
流
路
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
調
査
区
東
半
部
の
Ｎ
ト
レ
ン
チ

で
検
出
さ
れ
た
南
北
溝
か
ら
九
点
の
木
簡
が
出
土
し
足
。

酒

井

芳

司

木
簡
群
の
時
期
は
、
遺
構
と
内
容
に
よ
り
、
七
世
紀
末
か
ら
入
世
紀
初
頭
で

あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
筑
紫
大
学
か
ら
大
学
府

へ
と
転
換
し
て
行
く
時
期
で
あ

り
、
こ
の
木
簡
群
は
、
成
立
期
の
大
学
府
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
貴
重
で
あ
る
。

木
簡
の
内
容
を
み
る
と
、
三
号
は

「久
須
評
」
（後
の
豊
後
国
玖
珠
郡
）
の
銘

が
あ
る
荷
札
で
あ
り
、
ま
た
、
五
号
も
当
初
の
形
態
は
不
明
で
あ
る
が
、
「□

年
里
五
戸
」
の
銘
が
あ
る
た
め
、
荷
札
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
筑
紫

大
学
が
、
持
統
天
皇
三
年

全
ハ
八
九
）
の
飛
鳥
浄
御
原
令
施
行
に
と
も
な
い
、

管
内
諸
国
島
か
ら
調
庸
を
徴
収
す
る
権
限
を
確
立
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た

一
号
は

「里
長
」
が
差
出
と
な
っ
た
文
書
木
簡
で
、
「疾
病
為
依
」
と

い
っ
た
内
容
や
古
代
の
識
字
率
か
ら
考
え
て
、
民
衆
よ
り
も
、
郡

（評
）
司
な

ど
に
宛
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
四
号
は
貸
稲

（出
挙
）
の
記
録
簡
で
あ
り
、
六

号
も
稲
受
給
に
関
わ
る
申
請
文
書
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
郡

（評
）
衛
な
ど

と
関
わ
る
可
能
性
が
あ
り
、
筑
紫
大
学
に
関
わ
る
施
設
と
と
も
に
、
郡

（評
）

に
関
わ
る
施
設
が
、
七
世
紀
後
半
に
造
営
さ
れ
た
政
庁
Ｉ
期
建
物
や
蔵
司
地
区

の
近
隣
に
存
在
し
た
こ
と
を
想
定
し
う
る
。



図 1 大学府政庁周辺官衡配置図

九州歴史資料館『大学府政庁跡』Fig 5を改変。

（
３
）

た
だ
し
こ
れ
は
、
出
雲

・
下
野

・
阿
波
国
府
な
ど
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
、

地
域
首
長
の
影
響
力
を
大
き
く
評
価
す
る
こ
と
に
は
直
結
し
な
い
。
大
学
府
の

造
営
に
あ
た
っ
て
、
四
王
寺
山
か
ら
派
生
す
る
低
丘
陵
を
削
平
し
た
り
、
谷
間

を
埋
め
た
り
し
て
、
弥
生

。
古
墳
時
代
の
遺
跡
を
破
壊
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ

（
４
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

れ
て
お
り
、
政
庁
跡
周
辺
に
は
大
規
模
な
古
墳
群
も
知
ら
れ
な
い
。
筑
紫
大
学

が
政
庁
Ｉ
期
掘
立
柱
建
物
の
時
期
に
、
評
関
連
施
設
と
連
携
し
な
が
ら
支
配
を

行

っ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
が
、
礎
石
建
ち
瓦
葺
き
の
政
庁
Ⅱ
期
建
物
が
造
営
さ

れ
た
人
世
紀
第
Ｉ
四
半
期
後
半
以
降
に
は
、
そ
の
よ
う
な
痕
跡
は
見
え
な
い
。

そ
も
そ
も
大
宰
府
造
営
以
前
に
地
域
首
長
の
古
墳
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ

れ
ら
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
地
域
首
長
の
影
響
力
は
過

大
に
は
評
価
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
章
　
木
簡
か
ら
み
た
大
宰
府

の
組
織

大
学
府
史
跡
第
二
六
次
調
査
に
お
け
る
政
庁
Ⅱ
期
の
北
面
築
地
Ｓ
Ａ
五
〇
五

東
北
隅
部
の
調
査
で
は
、
Ｓ
Ａ
五
〇
五
と
接
す
る
形
で
、
建
物
Ｓ
Ｂ
五
〇
〇
が

検
出
さ
れ
た

（Ｓ
Ｂ
五
〇
〇
は
、
掘
立
柱
建
物
Ｓ
Ｂ
五
Ｏ
Ｏ
ａ
と
礎
石
建
物
Ｓ
Ｂ
五
〇

〇
ｂ
の
時
期
が
あ
る
）。
こ
の
建
物
と
Ｓ
Ａ
五
〇
五
の
間
に
位
置
す
る
土
娠
Ｓ
Ｋ

五

一
四
と
Ｓ
Ａ
五
〇
五
の
下
層
に
な
る
腐
植
土
層
等
か
ら
合
計
九
三
〇
点
の
木

（
６
）

簡
が
出
土
し
た
。

政
庁
Ｉ
期
建
物
と
関
連
を
持
つ
木
簡
は
、
Ｓ
Ａ
五
〇
五
と
Ｓ
Ｂ
五
〇
Ｏ
ａ
の
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大宰府史跡出土木簡

整
地
層
下
の
第
Ⅱ
腐
植
土
層
出
上
の
二
四
点
と
第
Ⅲ
腐
植
土
層
出
上
の
四
点
で

あ
る
。
第
Ⅱ

・
Ⅲ
腐
植
土
層
は
同
時
期
に
堆
積
し
、
政
庁
Ⅱ
期
の
北
面
築
地
に

先
行
す
る
。
こ
の
腐
植
土
層
は
、
多
量
の
植
物
遺
体
を
含
み
、
北
面
築
地
の
北

方
に
の
び
て
い
る
た
め
、
築
地
北
側
の
官
衛
か
ら
投
棄
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

政
庁
の
西
北
に
隣
接
す
る
政
庁
後
方
地
区

（大
学
府
史
跡
第
二
四
，
一
〇
二
。
一

〇
五
次
調
査
）
で
は
、
七
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前
半
ま
で
に
わ
た
つ
て
掘
立

柱
建
物
が
建
て
ら
れ
て
お
に
、
未
調
査
の
政
庁
東
北
の
地
域
に
も
官
衛
の
存
在

は
十
分
に
想
定
で
き
る
。

Ｓ
Ｋ
五

一
四
は
、
Ｓ
Ｂ
五
〇
Ｏ
ａ
と
Ｓ
Ａ
五
〇
五
の
整
地
層
で
あ
る
青
灰
色

砂
質
土
層
か
ら
掘
り
込
ま
れ
て
お
（孵
、
人
八
七
点
の
木
簡
を
出
土
し
た
。
本
簡

の
廃
棄
主
体
の
所
在
地
と
し
て
は
、
Ｓ
Ｂ
五
〇
〇
が
想
定
さ
れ
、
木
簡
群
は
意

識
的
か
つ
短
期
間
の
う
ち
に
投
棄
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
木
簡
の
時
期

は
、
Ｓ
Ｋ
五

一
四
か
ら
共
伴
し
た
土
師
器
が
人
世
紀
中
後
期
の
も
の
で
あ
り
、

こ
の
年
代
観
と
木
簡
の
内
容
は
矛
盾
し
な
い
。

第
Ⅲ
腐
植
土
層
か
ら
出
土
し
た
二
号
木
簡
は
、
筑
前
国
の
古
称
で
あ
る

「竺

志
前
」
の
銘
が
あ
る
の
で
、
筑
紫
国
が
分
割
さ
れ
た
持
統
天
皇
三
年

全
ハ
八

九
）
前
後
を
上
限
と
し
、
「筑
紫
前
国
」
の
銘
と
和
銅
六
年

（七
〓
こ

の
銘
が

あ
る
大
野
城
市
牛
頸
ハ
セ
ム
シ
窯
跡
出
土
刻
書
須
恵
器
の
示
す
和
銅
年
間

（七

〇
八
～
七
一
五
）
頃
を
下
限
と
す
る
。
「軍
布
」
、
「古
」
な
ど
の
用
字
も
藤
原
宮

跡
出
土
木
簡
に
み
え
る
。

二
号
に

「竺
志
前
贄
」
と
記
さ
れ
た
海
産
物
は
、
「御
贄
」
や

「大
贄
」
と

し
て
中
央
に
貢
進
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
筑
前
国
沿
岸
部
の
海
部
を
中
心
に

設
置
さ
れ
た
厨
戸
が
、
大
学
府
に
貢
進
し
た
も
の
と
み
ら
れ
（従
。
こ
れ
を

「寸

分
」
も
し
く
は

「等
分
」
駅
に
留
め
た
理
由
は
、
『万
葉
集
』
か
ら
夷
守
駅
や

置
城
駅
で
官
人
の
遷
任
や
駅
使
の
送
別
に
際
し
て
餞
別
の
宴
が
開
か
れ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ

（四
十
五
四
九
～
五
五
一
・
五
六
五
～
五
七
一
）、
国
司
館
で
の
餞

別
は

「国
厨
之
僕
」
で
賄
わ
れ
た
と
も
あ
る
こ
と
か
ら

（
一
九
―
四
一
一五
〇
）、

厨
戸
の
厨
で
あ
る
津
厨
に
対
し
て
、
大
学
府
所
用
の

「贄
」
の
一
部
を
駅
で
の

饗
宴
等
の
食
材
と
し
て
割
き
留
め
る
こ
と
を
、
大
宰
府
が
命
じ
た
と
理
解
さ
れ

る
。
木
簡
は
命
令
執
行
後
に
照
合

・
確
認
の
た
め
、
大
学
府
に
返
送
さ
れ
、
廃

棄
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
二
号
は
、
政
庁
Ｉ
期
段
階
で
政
庁
東
北
の
地
域
に
所
在

し
た
官
衛
が
廃
棄
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
七
世
紀
末
以
降
、
大
宰
府
の
総
務
的

な
い
し
主
厨
司
的
機
能
を
持
つ
官
行
が
所
在
し
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

つ
ぎ
に
、
Ｓ
Ｋ
五

一
四
出
土
木
簡
群
に
は
、
大
学
府
諸
司
に
配
属
さ
れ
た
書

生

（三
Ｔ
四
四
号
）、
使
部

（四
号
）、
膳

（部
）
（四
九
日し
、
諸
司
及
び
大
学
府

高
官
に
配
属
さ
れ
た
仕
丁

全
ハ号
）
な
ど
が
み
え
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

ま
た
、
「物
守
仕
丁
」
３
大
日
本
古
文
書
編
年
文
書
』
二
十
三
九
七
・四
二
九
、
五

十
九
四
、
人
十
五
四
一一～
五
四
四
）
の
用
例
か
ら
、
四
人
号
の

「長

一
人
物
守
」

も
輸
送
物
や
倉
入
り
前
の
物
品
の
番
を
担
当
す
る
仕
丁
の
一
種
と
推
定
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
五
四
号

「柴
取
」
、
五
五
号

「草
取
」
も
仕
丁
に
課
せ
ら
れ
た
労
働

内
容
を
示
す
。
『延
喜
式
』
民
部
下
４４
大
学
仕
丁
に
官
人
や
大
宰
府
の
諸
司
な

ど
、
仕
丁
の
配
属
先
が
記
さ
れ
て
い
る
（刺
、
木
簡
の
内
容
か
ら
は
、
仕
丁
の
配



属
先
は
う
か
が
え
な
い
。

従
来
、
文
献
史
料
で
知
ら
れ
て
い
た
下
級
官
人
な
ど
の
職
名
が
確
認
さ
れ
た

こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
た
だ
、
文
献
に
み
え
て
い
た
配
属
先
と
遺
構
と
を
具
体

的
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
Ｓ
Ｋ
五

一
四
出
土
木
簡
は

一
括
性
が
高
い

史
料
群
で
あ
り
、
解
状
の
文
言
や
漢
籍
名
、
役
職
名
な
ど
を
習
書
し
た
大
量
の

削
り
暦
の
存
在
は
、
こ
れ
を
廃
棄
し
た
組
織
体
に
、
実
務
の
中
核
を
担

っ
た
書

生
な
ど
が
多
く
出
仕
し
、
日
常
的
な
政
務
を
行

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
し
か

し
帥
の
俸
禄
、
布
の
交
易
、
仕
丁
、
軍
団
や
筑
前
国
の
政
務
な
ど
、
木
簡
の
内

容
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
個
別
の
職
務
を
分
掌
す
る
現
業
官
司
よ
り
は
、

「政
所
」
の
よ
う
な
総
務
的
官
司
が
想
定
さ
れ
る
。

第
三
章
　
木
簡
か
ら
み
た
大
学
府
と
西
海
道

・
中
央
と
の
関
係

政
庁
跡
の
南
側
正
面
は
広
場
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
広
場
の
西
に
隣
接
し
、

東
か
ら
西
に
並
ん
で
、
不
丁
地
区
、
大
楠
地
区
と
い
う
溝
で
区
画
さ
れ
た
官
衛

域
が
存
在
す
る
。
広
場
と
不
丁
地
区
を
区
画
す
る
南
北
溝
が
Ｓ
Ｄ
二
三
四
〇
、

不
丁
地
区
と
大
楠
地
区
を
区
画
す
る
南
北
溝
が
Ｓ
Ｄ
三
二
〇
で
あ
る
。

Ｓ
Ｄ
二
三
四
〇
は
、
溝
心
で
政
庁
中
軸
線
か
ら
西
に

一
〇
四
ｍ
離
れ
て
お
り
、

人
世
紀
初
頭
前
後
に
開
基
さ
れ
、
人
世
紀
中
葉
の
天
平
年
間

（七
一
一九
～
七
四

九
）
に
埋
没
し
た
。
こ
の
溝
か
ら
は
、
大
学
府
史
跡
第
人
三
～
八
五

・
八
七

・

九
〇

・
九
八

・
一
二
四
次
の
七
次
に
わ
た
る
調
査
で

一
人
六
点
の
木
簡
が
出
土

し
赳
。
不
丁
地
区
は
大
学
府
史
跡
第

一
人
七
次
調
査
で
、
従
来
南
限
と
考
え
て

い
た
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
二
〇

一
五
の
南
側
に
も
広
が
る
こ
と
が
わ
か
り
、
全
体
で
北

か
ら
南
へ
と
三
つ
の
区
画
に
細
分
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
Ｓ
Ｄ
二
三
四
〇
か
ら

出
土
し
た
木
簡
の
う
ち
、
大
学
府
と
西
海
道

。
中
央
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で

重
要
な
付
札
に
つ
い
て
検
討
す
る

（本
稿
で
付
札
と
い
つ
場
合
は
荷
札
と
整
理
用
付

札
を
含
む
広
義
の
概
念
）。

Ｓ
Ｄ
二
三
四
〇
か
ら
は
、
確
認
さ
れ
た
総
延
長

一
四

一
ｍ
の
ほ
ぼ
全
体
に
わ

た
っ
て
木
簡
が
出
土
し
、
木
簡
は
人
世
紀
中
棄
以
前
に
お
さ
ま
る
。
不
丁
地
区

の
北
側
区
画
か
ら
南
側
区
画
ま
で
建
物
が
立
ち
並
ぶ
の
は
、
Ⅲ
期

（八
世
紀
後

半
）
か
ら
で
あ
り
、
木
簡
群
と
同
時
期
の
Ｉ
期

（八
世
紀
前
半
～
中
頃
）

。
■
期

（
‐３
）

（八
世
紀
中
頃
）
に
は
、
中
央
部
の
区
画
を
中
心
と
す
る
。
Ｓ
Ｄ
二
三
四
〇
の

北
端
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
北
側
の
蔵
司
地
区
の
官
衛
か
ら
廃
棄
さ
れ
た
可

能
性
も
あ
る
（爬
、
蔵
司
地
区
の
南
限
と
し
て
東
西
築
地
Ｓ
Ａ

一
四

一
〇
が
あ
囃
、

蔵
司
か
ら
の
投
棄
の
際
に
障
害
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
①
大
楠
地
区
は
、
人
世

紀
後
半
か
ら
建
物
が
営
ま
れ
始
め
、　
一
一
世
紀
ま
で
建
て
替
え
が
継
続
的
に
行

わ
れ
て
お
り
、
建
物
が
Ｓ
Ｄ
三
二
〇
以
東
の
官
衛
よ
り
小
さ
く
、
建
物
群
に
多

く
の
井
戸
を
伴
う
の
で
、
官
人
の
居
宅
等
の
施
設
が
配
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

（誕
。
以
上
よ
り
、
Ｓ
Ｄ
二
三
四
〇
出
土
付
札
の
廃
棄
主
体
の
所
在
地
は
、
不
丁

地
区
の
中
央
部
区
画
の
可
能
性
が
高
い
。

Ｓ
Ｄ
二
三
四
〇
か
ら
は
、
紫
草
の
付
札
が
多
く
出
土
す
る
。
賦
役
令
１
調
絹

（
‐７
）

絶
条
で
は
、
正
丁

一
人
に
紫
三
両
と
規
定
さ
れ
、
『延
喜
式
』
民
部
下
５３
諸
国



大学府史跡出土木簡

別
貢
雑
物

。
同
５４
大
学
調
物
か
ら
、
日
向
八
〇
〇
斤
と
大
隅

一
人
○
○
斤
の
紫

草
お
よ
び
各
種
の
染
造
品
、
同
６３
交
易
雑
物
か
ら
、
五
六
〇
〇
斤
の
紫
草
の
貢

進
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
染
料
と
し
て
の
紫
草
だ
け
で
な
く
、
布
吊

類
の
貢
進
も
課
せ
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
貢
上
染
物
所
や

『延
喜
式
』
式
部
上
１０６
採

銅
所
勘
籍
に
み
え
る
大
学
府
染
生
が
担
当
し
た
で
あ
ろ
う
。
賦
役
令
の

「両
」

や

『延
喜
式
』
の

「斤
」
は
精
製
し
て
粉
末
と
な
っ
た
状
態
、
付
札
に
み
え
る

「根
」
は
そ
れ
以
前
の
植
物
と
し
て
の
状
態
を
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
（誕
。

紫
草
は
賦
役
令
１
調
絹
絶
条
に
よ
れ
ば
、
調
副
物
で
あ
っ
た
が
、
養
老
元
年

（七
一
七
）
に
調
副
物
と
中
男
の
調
を
廃
止
し
、
中
男
作
物
を
課
し
た

（『続
日

本
紀
』
養
老
元
年
十
一
月
戊
午
条
）
後
は
、
中
男
を
役
し
た
り
、
ま
た
豊
後
国
で

は
、
国
司
が
紫
草
園
で
の
紫
車
の
種
蒔
き
、
収
穫
、
大
学
府
使
検
校
の
随
行
の

た
め
に
巡
行
し

（『大
日
本
古
文
書
編
年
文
圭
里

二
十
四
三
、
四
九
、
五
四
～
五
五
）、

大
学
府
と
豊
後
国
の
監
督
下
で
生
産
し
て
い
た
の
で
、
雑
径
に
よ
っ
た
り
し
た

と
考
え
ら
れ
誕
。
な
お

一
般
に
、
調
の
荷
札
に
は
名
前
が
書
か
れ
る
が
、
中
男

作
物
の
荷
札
に
は
個
人
名
を
明
記
し
な
（樫
。

筑
前
国
内
の
郡
名
が
書
か
れ
た
紫
草
の
付
札
は
、
書
式
や
大
き
さ
に
共
通
性

が
み
ら
れ
る
。
倉
住
靖
彦
氏
は
、
墨
書
の
な
い
完
形
の
付
札

全
ハ
Ｑ
≡
一型

式
）
ヽ
第
人
五
次
調
査
で
五
点
出
土
し
て
お
り
、
紀
年
も
な
い
こ
と
か
ら
、
大

宰
府
が
付
け
た
整
理
用
付
札
と
考
え
（赳
。

紀
年
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
城
京
二
条
大
路
で
出
土
し
た
筑
紫
大
学

が
進
上
し
た
紫
草
の
種
子
の
付
札

（『平
城
宮
出
土
木
簡
概
報
』
三
二
十
四
〇
、
三

一
十
三
こ

に
も
紀
年
が
な
く
、
こ
れ
が
大
学
府
作
成
の
荷
札
と
考
え
ら
れ
る

（
２２
）

こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
整
理
用
付
札
と
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
筑
前
国
を

通
じ
た
共
通
性
に
着
目
す
れ
ば
、
神
亀
三
年

（七
一
一一◇

～
天
平
宝
字
元
年

（七
五
七
）
に
存
続
し
た
筑
前
国
司
が
作
成
し
た
可
能
性
も
あ
る

（筑
前
国
府
は

太
宰
府
市
観
世
音
寺
、
ま
た
は
同
市
通
古
賀
に
所
在
し
た
と
推
定
さ
れ
る
）。

筑
前
国
の
付
札
の
規
格
性
と
関
連
し
て
、
第
八
五
次

一
二
号
の
筑
前
国
夜
須

郡
か
ら
調
と
し
て
納
め
ら
れ
た
苫

一
張
の
荷
札
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
こ
の
荷

札
は
、
筑
前
国
の
紫
草
の
荷
札
と
ほ
ぼ
同
じ
法
量
で
、
や
や
作
り
が
丁
寧
で
あ

る
。
裏
面
に
は
別
筆
で

「調
長
大
神
マ
道
祖
」
の
署
名
が
あ
り
、
荷
札
の
作
成

主
体
が
調
長
と
別
で
あ
る
可
能
性
を
示
す
。
養
老
元
年

（七
一
七
）
の
調
副
物

と
中
男
の
調
廃
上
に
よ
り
、
苫
は
調
副
物

（賦
役
令
１
調
絹
絶
条
）
か
ら
中
男
作

物

（『延
喜
式
』
主
計
上
４
中
男
作
物
）
へ
と
変
わ
っ
た
の
で
、
こ
の
荷
札
は
養
老

（２４
）

元
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
苫
と
紫
草
は
と
も
に
調
副
物
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
筑
前
国
の
紫
草
の
荷
札
も
同
じ
様
式
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
後

の
紫
草
の
荷
札
の
規
格
性
を
ふ
ま
え
る
と
、
筑
前
国
で
は
、
苫
の
荷
札
に
も
規

格
性
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

第
四
工
次
調
査
観
世
音
寺
東
辺
築
地
東
面
部
Ｓ
Ｋ

一
二
人
五
出
上
の
人
世
紀

中
頃
の
五

一
号
墨
書
須
恵
器
皿
に

「調
長
」
と
あ
（曜
ヽ
郡
雑
任
で
あ
る
調
長
が

大
学
府
に
滞
在
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
養
老
元
年
以
前
は
大
学
府
が

（２６
）

筑
前
国
を
兼
帯
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
こ
と
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
八
五
次

一
二
号
の
調
長
の
自
署
は
、
大
学
府
で
夜
須
郡
の
調
長
が
調
の
収
納
に
立
会
っ
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大宰府史跡出土木簡

た
際
に
、
大
宰
府
が
用
意
し
て
い
た
付
札
に
署
名
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

筑
前
国
以
外
の
国
の
郡
名
の
付
札
は
、
大
き
さ
や
形
態
が
多
様
で
あ
る
。
同

じ
国
内
の
郡
、
あ
る
い
は
同
じ
郡
名
が
あ
る
付
札
ど
う
し
で
も
、
書
式
や
形
態

が
異
な
る
。
例
え
ば
、
豊
後
国
大
野
郡

（八
五
次
二
一
号
、
八
七
次

一
四
。
一
五

号
）、
肥
後
国
合
志
郡

（八
七
次

一
一
・
〓
一号
、
九
〇
次
二
号
）、
肥
後
国
山
鹿

郡

・
託
麻
郡

（八
七
次
三
二
号
、
九
〇
次
九

。
一
四
号
）、
薩
摩
国

（八
七
次
一
七
・

一
八
・
二
七
号
）
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
国
の
単
位
で
形
態
が
類
似
す
る
の
は
、

大
隅
国

（八
七
次
一
九
二
一〇
号
）
で
、
南
島
で
あ
る
椅
美
嶋
と
伊
藍
嶋
の
付
札

は
書
体
が
共
通
す
る

（九
〇
次
七
・
八
号
）。

以
上
よ
り
、
豊
後

・
肥
後

・
薩
摩
の
郡
名
の
付
札
は
多
様
で
あ
り
、
郡
が
作

成
し
た
荷
札
で
あ
る
可
能
性
を
示
す
。
な
お
九
国
の
中
で
も
成
立
が
遅
い
大
隅

国
や
南
島
の
付
札
に
は
規
格
性
が
み
ら
れ
、
荷
札
が
付
い
て
い
な
か
っ
た
た
め

に
、
大
隅
国
や
大
学
府
が
作
成
し
て
付
け
た
付
札
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま

た
、
人
七
次

一
六
号

「三
袋
並
大
分

大
」

。
二
五
号

「三
袋
並
ハ忌
郡

大
」
な
ど

国
を
越
え
た
型
式
、
書
式
の
共
通
性
を
持
つ
も
の
は
、
大
宰
府
で
作
成
し
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
袋
に
郡
や
国
で
作
成
し
た
荷
札
が
付
い
て
い
た

可
能
性
は
残
る
。

筑
前
国
の
紫
草
の
荷
札
は
、
他
の
西
海
道
諸
国
に
比
べ
て
規
格
性
を
持
つ
。

こ
れ
は
、
大
学
府
が
筑
前
国
を
か
つ
て
兼
帯
し
て
い
た
関
係
で
、
大
学
府
が
直

接
に
監
督
す
る
統

一
的
な
紫
草
の
生
産
管
理
と
物
品
管
理
の
方
式
を
筑
前
国
が

大
宰
府
か
ら
引
き
継
い
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
苫
の
荷
札
の
例
も
ふ
ま
え
る
と
、

勘
検
の
際
に
は
、
物
品
を
持
参
し
た
郡
雑
任
立
会
い
の
も
と
で
、
筑
前
国
が
用

意
し
た
荷
札
を
付
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

Ｓ
Ｄ
二
三
四
〇
に
お
け
る
木
簡
の
出
土
状
況
を
見
る
と
、
付
札
と
そ
れ
以
外

の
帳
簿
や
文
書
木
簡
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
と
ま
つ
て
出
土
し
て
い
る

（図

２
）。
こ
こ
か
ら
、
木
簡
は
当
初
、
投
棄
さ
れ
た
位
置
を
そ
れ
ほ
ど
動
い
て
い

な
い
こ
と
、
木
簡
、
墨
書

・
刻
書
土
器
か
ら
推
定
さ
れ
る
よ
う
な
、
匠
司

・
貢

上
染
物
所

・
細
工
所
な
ど
の
工
房
的
官
司
と
、
政
所
な
ど
の
事
務
的
官
司
と
が

不
丁
地
区
に
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
投
棄
し
た
木
簡
群
が
ま
と
ま
っ
て
、
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
埋
没
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。
そ
の
際
、
建
物
が
存
在
す

る
中
央
部
区
画
の
す
ぐ
東
側
で
は
な
く
、
北
側
や
南
側
の
区
画
な
ど
、
人
世
紀

前
半
に
は
建
物
が
建
っ
て
い
な
い
地
域
の
溝
に
投
棄
し
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。

さ
ら
に
、
九
〇
次
二
号

「合
士』
附
光
の
よ
う
な
七
世
紀
後
半
の
荷
札
か
ら
人

世
紀
半
ば
の
天
平
年
間
ま
で
の
荷
札
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
お
り
、
こ
の
年

月
の
間
、
蔵
司
な
ど
に
蓄
積
さ
れ
て
来
た
税
物
を
消
費
す
る
際
に
荷
札
を
取
り

外
し
て
投
棄
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
と
、
荷
札
の
紫
車
の
単
位
が
精

製
さ
れ
る
前
の

「根
」
で
あ
る
こ
と

（天
平
九
年
度
豊
後
国
正
税
帳
に
も

「掘
紫
車

根
」
と
あ
る

〔
『大
日
本
古
文
書
編
年
文
書
』
二
十
四
三
、
四
九
、
五
五
）

を
あ
わ
せ

考
え
る
と
、
紫
草
関
係
の
荷
札
は
、
勘
検
の
際
で
は
な
く
、
管
内
諸
国
か
ら
集

積
さ
れ
て
い
た
紫
草
を
貢
上
染
物
所

答ま
た
は
前
身
官
司
）
が
精
製
す
る
際
に
取

り
外
し
て
投
棄
し
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
貢
上
染
物
所
な
ど
が
投
棄
し
た
荷
札
と

別
に
、
勘
検
用
に
物
品
名
や
数
量
を
明
記
し
た
荷
札
が
別
に
あ
り
、
大
学
府
が



勘
検
に
際
し
て
外
し
た
可
能
性
は
残
る
。

最
後
に
、
平
城
宮

・
京
跡
出
上
の
西
海
道
木
簡
と
大
学
府
史
跡
出
土
木
簡
と

の
関
係
を
考
え
る
。
平
城
宮
第
二
次
内
裏
北
の
外
郭
地
区
に
あ
る
Ｓ
Ｋ
人
二
〇

か
ら
出
土
し
た
西
海
道
諸
国
が
納
め
た
調
綿
の
荷
札

（『平
城
宮
木
簡
』

一
十
二

人
三
上
一三
〇
・六
八
〇
）
は
、
す
べ
て
広
葉
樹
の
シ
イ
製
で
、
国
と
年
次
を
越

え
た
共
通
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
学
府
で

一
括
し
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
第
二
次
内
裏
東
方
の
Ｓ
Ｄ
三
〇
三
五
か
ら
出
土
し
た
筑
後
国
の
煮
塩
年

魚
の
荷
札

（『平
城
宮
木
簡
』
二
十
三
二
人
七
二
〓
一八
八
）
や
、
前
出
の
二
条
大
路

か
ら
出
土
し
た
紫
草
の
荷
札
と
と
も
に
、
広
葉
樹
で
あ
る
こ
と
と
、
切
り
込
み

の
形
状
が
九
み
を
帯
び
た
台
形
で
あ
る
こ
と
は
、
大
学
府
が
作
成
し
た
貢
進
物

荷
札
の
特
徴
と
さ
れ
る
。

平
城
宮

。
京
跡
出
土
の
西
海
道
木
簡
と
の
関
係
で
注
意
す
べ
き
Ｓ
Ｄ
二
三
四

〇
出
土
木
簡
と
し
て
、
平
城
宮
出
上
の
調
綿
木
簡
と
良
く
似
た
書
式
の
一
二
四

次
三
号
が
あ
る
。
倉
住
氏
は
、
平
城
宮
出
上
の
も
の
は

「某
国
某
郡
調
綿
壱
栢

屯
」
の
下
に

「四
両
」
と
紀
年
が
あ
る
が
、　
〓

一四
次
三
号
は
四
つ
の
小
文
字

が
あ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
誕
。
赤
外
線
カ
メ
ラ
を
使
用
し
た
再
調
査

の
結
果
、
「四
両
」
は
確
認
で
き
な
い
が
、
未
解
読
の
小
さ
な
四
文
字
の
う
ち

丁

二
文
字
目
が

「養
老
」
と
判
読
で
き
、
書
式
が
類
似
す
る
こ
と
が
確
認
で

き
た
。
再
検
討
し
た
釈
文
は

疋

後
国
飽
‰

静

酬

酢

野

譲

爵

辺

と

な
る
。
し
か
し
、
樹
種
は
肉
眼
観
察
で
は
針
葉
樹
と
思
わ
れ
、
ま
た
切
り
込
み

が
台
形
で
は
な
く
三
角
形
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
樹
種
と
形
態
の
面
で
、

大
学
府
が
作
成
し
た
貢
進
物
荷
札
の
特
徴
を
備
え
て
い
な
い
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
西
海
道
の
調
綿
木
簡
は
、　
一
〇
〇
屯
単
位
で
府
庫
に

置
か
れ
て
い
た
綿
の
梱
包
を
解
か
ず
に
そ
の
ま
ま
貢
進
し
、
そ
の
と
き
付
い
て

い
た
旧
荷
札

（諸
国
か
ら
進
上
さ
れ
た
荷
札
）
の
内
容
を
新
荷
札
に
転
記
し
た
可

能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、　
〓

一四
次
三
号
は
諸
国
進
上
の
荷
札
に
相
当
す
る

可
能
性
が
あ
る
。
大
学
府
が
中
央
に
貢
進
す
る
物
品
の
荷
札
は
広
葉
樹
製
で
あ

る
こ
と
が
特
徴
だ
が
、
大
学
府
管
内
で
使
用
さ
れ
る
木
簡
は
、
広
葉
樹
製
の
割

合
が
他
地
域
よ
り
多
い
も
の
の
、
針
棄
樹
製
の
も
の
が
多
い
。
〔斤
力
〕

こ
の
他
、
九
〇
次
六
号

「進
上
豊
後
国
海
部
郡
真
紫
草
…
□
□
□
」
も
原
形

は
不
明
な
が
ら
、
二
条
大
路
出
土
の
紫
草
の
荷
札
と
似
た
内
容
と
形
態
で
あ
（礎
。

樹
種
は
、
肉
眼
観
察
で
は
、
二
条
大
路
出
土
の
も
の
と
同
じ
く
広
葉
村
で
あ
ろ

う
。
失
わ
れ
た
冒
頭
部
分
に

「筑
紫
大
宰
」
の
よ
う
な
文
言
が
あ
っ
た
場
合
、

中
央
に
染
料
と
し
て
貢
進
す
る
予
定
の
紫
草
を
大
学
府
が
染
物
に
使
用
す
る
こ

と
に
変
更
し
、
廃
棄
し
た
大
宰
府
作
成
の
荷
札
と
な
る
。

な
お
、
二
条
大
路
出
土
の
紫
草
の
荷
札
に
は

「筑
紫
大
学
進
上
」
と
あ
る
が
、

調
綿
の
荷
札
に
は
大
学
府
の
名
が
な
く
、
国
郡
名
の
み
で
あ
る
の
は
、
調
綿
の

場
合
は
、
国
が
勘
検
し
、
荷
造
り
し
た
綿

一
〇
〇
屯
を
京
に
転
送
す
る
の
に
対

し
て
、
紫
草
の
場
合
は
、
根
の
状
態
の
も
の
を
染
料
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
大

学
府
が
何
ら
か
の
加
工
を
し
て
進
上
す
る
の
で
、
「筑
紫
大
学
進
上
」
と
書
か

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

人
世
紀
前
半
以
前
の
大
学
府
は
、
郡
や
国
が
作
成
し
た
荷
札
を
整
理
に
利
用



大宰府史跡出土木簡

し
た
り
、
内
容
を
転
記
し
て
中
央
に
送
る
荷
札
を
作
成
し
た
り
し
て
い
た
。
さ

ら
に
荷
札
に
は
、
貢
納
者
が
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

郡
が
貢
納
者
を
把
握
し
て
徴
税
に
直
接
の
責
任
を
負
い
、
国
や
大
学
府
は
、
税

物
の
数
量
や
品
質
の
確
認
に
主
た
る
責
任
を
負

っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、

中
央
に
送
る
予
定
で
精
製
し
た
紫
草
を
大
学
府
で
消
費
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

大
学
府
に
収
納
さ
れ
た
税
物
は
、
た
だ
大
学
府
を
素
通
り
し
て
中
央
に
送
ら
れ

る
の
で
は
な
く
、
蓄
積
さ
れ
た
税
物
を
ど
の
よ
う
に
運
用
し
て
中
央
の
需
要
に

応
え
る
か
は
、
大
宰
府
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

む
　
す
　
び

大
学
府
成
立
期
の
様
相
は
、
古
墳
時
代
以
来
の
遺
跡
と
の
関
連
に
注
意
し
な

が
ら
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
木
簡
と
政
庁
周
辺
官
衛
の
遺
構
と
遺

物
を
あ
わ
せ
考
え
つ
つ
、
大
宰
府
部
内
官
司
の
比
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

管
内
諸
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
九
州
各
地
出
土
の
文
字
資
料
と
の
比
較
や

諸
国
に
お
け
る
生
産
、
流
通
、
九
州
各
地
の
植
生
な
ど
も
ふ
ま
え
た
検
討
が
必

要
で
あ
る
。
推
測
に
推
測
を
重
ね
た
上
、
多
く
の
課
題
を
残
し
て
本
稿
を
摺
筆

す
る
。
伏
し
て
諸
賢
の
ご
叱
正
を
賜
り
た
い
。

註
（１
）

第
一
章
の
記
述
は
、
福
岡
県
教
育
委
員
会

『大
宰
府
史
跡
昭
和
四
十
五
年
度
発

掘
調
査
の
概
要
』
一
九
七
一
年
、　
一
一
～
三
六
頁
、
拙
稿

「大
宰
府
史
跡
蔵
司
西

地
区
出
土
木
簡
の
再
検
討
」
翁
九
州
歴
史
資
料
館
研
究
論
集
』
三
〇
、
二
〇
〇
五

年
）
に
よ
る
。

（
２
）

平
野
邦
雄

「大
学
府
の
徴
税
機
構
」
翁
律
令
国
家
と
貴
族
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
九
年
）
三
二
二
頁
。

（
３
）

森
公
章

「国
宰
、
国
司
制
の
成
立
を
め
ぐ
る
問
題
―
徳
島
県
観
音
寺
遺
跡
出
土

木
簡
に
接
し
て
―
」
翁
歴
史
評
論
』
六
四
三
、
二
〇
〇
三
年
）
二
六
買
。

（
４
）

赤
司
善
彦

・
橋
口
達
也

「太
宰
府
市
来
木
出
上
の
弥
生
前
期
土
器
」
翁
九
州
歴

史
資
料
館
研
究
論
集
』

一
七
、　
一
九
九
二
年
）
九
六
～
九
八
頁
、
橋
回
達
也

「大

学
府
史
跡
出
上
の
特
異
な
柱
状
片
羽
石
斧
」
翁
同
』

一
八
、　
一
九
九
三
年
）
六
三

買
。

（
５
）

太
宰
府
市
史
編
集
委
員
会

『太
宰
府
市
史
考
古
資
料
編
』
太
宰
府
市
、　
一
九
九

二
年
、
七
二
～
七
三
頁
。

（
６
）

第
二
章
の
記
述
は
、
九
州
歴
史
資
料
館

『大
学
府
政
庁
跡
』
二
〇
〇
二
年
、
三

〇
九
～
三

一
三
頁

（松
川
博

一
氏

・
酒
井
執
筆
）、
四

一
五
～
四
三
二
頁

（松
川

氏
執
筆
）
に
よ
る
。

（
７
）

九
州
歴
史
資
料
館

『太
宰
府
史
跡
昭
和
六
十
二
年
度
発
掘
調
査
概
報
』

一
九
八

八
年
、
三
二
頁
。
以
下
、
大
宰
府
史
跡
の
年
次
概
報
は

『昭
和
六
十
二
年
度
概

報
』
の
よ
う
に
表
記
す
る
。

（
８
）

註

（
６
）
前
掲
報
告
書
、
八
二
頁
。

（
９
）

板
楠
和
子

「主
厨
司
考
」
３
大
宰
府
古
文
化
論
叢
上
巻
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九

人
三
年
）
四
八
九
買
。

（
１０
）
　

『延
喜
式
』
の
条
文
番
号
は
、
虎
尾
俊
哉
編

『延
喜
式
上
』
集
英
社
、
二
〇
〇

〇
年
巻
末
の

「条
文
香
号

・
条
文
名

一
覧
」
に
よ
る
。

（
１１
）

九
州
歴
史
資
料
館

『大
宰
府
史
跡
出
土
木
簡
概
報

（二
産
　
一
～
三
頁
、
『昭
和

五
十
八
年
度
概
報
』
、
『昭
和
五
十
九
年
度
概
報
』
、
『昭
和
六
十

一
年
度
概
報
』
、

『平
成
二
年
度
概
報
』
。
な
お
、
不
丁
地
区
出
土
木
簡
の
香
号
は
年
次
概
報
に
よ

Ｚ
や
。



（
・２
）

九
州
歴
史
資
料
館

『大
学
府
史
跡
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅱ
平
成
十
三

・
十
四
年

度
』
二
〇
〇
三
年
、
七
九
頁
。

（
・３
）
　

『昭
和
五
十
八
年
度
槻
報
』
九
四
～
九
六
頁
。

（
・４
）
　

『昭
和
五
十
八
年
度
概
報
』

一
〇
五
頁
。

（
・５
）
　

『昭
和
五
十
四
年
度
概
報
』
六
、
二

一
、
三
〇
～
三

一
頁
。

（
・６
）
　

『昭
和
六
十
年
度
概
報
』
六
人
～
七
六
頁
。

（
・７
）

養
老
律
令
の
条
文
番
号
は
、
日
本
思
想
大
系

『律
令
』
岩
波
書
店
、　
一
九
七
六

年

に

よ

る

。

（
・８
）
　

『昭
和
五
十
八
年
度
概
報
』

一
〇
五
頁
。

（
‐９
）

平
野
氏
註

（
２
）
前
掲
論
文
、
三
三
四
～
三
三
五
頁
。

（
２０
）

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
宮
木
簡

一
解
説
』

一
九
六
九
年
、
五
二
頁
。

（
２．
）
　

『昭
和
五
十
八
年
度
概
報
』

一
〇
三
～

一
〇
四
頁
。
墨
書
の
な
い
付
札
は
、
六

〇
三

一
型
式

（推
定
）
は
九
〇
次
調
査
で

一
点
、
六
〇
三
二
型
式
は
八
七
次
調
査

で

一
点
、
六
〇
三
三
型
式
は
八
七
次
調
査
で

一
点
、
六
〇
三
九
型
式
は
人
三
・八

四
次
調
査
で
各

一
点
、
八
五
次
調
査
で
三
点
、
八
七
次
調
査
で
五
点
、
九
〇
次
調

査
で
四
点
、　
〓

一四
次
調
査
で
五
点
出
土
。

（
２２
）

友
田
那
々
美

「古
代
荷
札
木
簡
の
平
面
形
態
に
関
す
る
考
察
―
平
城
宮

・
平
城

京
跡
出
土
資
料
を
中
心
に
―
」
翁
木
簡
研
究
』
二
五
、
二
〇
〇
三
年
）
二
五
三
～

二
五
四
頁
。

（
２３
）

倉
住
靖
彦

「筑
前
国
司
を
め
ぐ
る
若
千
の
検
討
」
翁
九
州
歴
史
資
料
館
研
究
論

集
』

一
三
、　
一
九
八
八
年
）

一
二
～

一
四
頁
。

（
２４
）
　

『昭
和
五
十
八
年
度
概
報
』
七
八
頁
。

（
２５
）

九
州
歴
史
資
料
館

『観
世
音
寺
―
遺
物
編
２
１
』
二
〇
〇
七
年
、
四
人
六
～
四

人
七
頁
。

（
２６
）

倉
住
氏
註

（
２３
）
前
掲
論
文
、　
〓

一頁
。

（
２７
）
　

『続
日
本
紀
』
和
銅
六
年

（七

一
三
）
四
月
乙
未
条
、
井
上
辰
雄

「筑
紫
の
大

宰
と
九
国
三
島
の
成
立
」
翁
古
代
の
日
本
３
九
州
』
角
川
書
店
、　
一
九
七
〇
年
）

一
三

二
頁
。

（
２８
）
　

『昭
和
五
十
八
年
度
概
報
』

一
〇
五
貢
、
『昭
和
六
十

一
年
度
概
報
』
三

一
～

三
二
頁
、
註

（
１２
）
前
掲
報
告
書
、
七
八
頁
。

（
２９
）
　

『昭
和
五
十
九
年
度
概
報
』
五
四
頁
。

（
３０
）

今
泉
隆
雄

「貢
進
物
付
札
の
諸
問
題
」
亀
古
代
木
簡
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
八
年
）
八
四
～
八
五
頁
。

（
３．
）

註

（
２２
）
、
鬼
頭
清
明

「西
海
道
荷
札
に
つ
い
て
」
翁
古
代
木
簡
の
基
礎
的
研

究
』
塙
書
房
、　
一
九
九
三
年
）
二

一
六
買
。

（
３２
）
　

『平
成
二
年
度
概
報
』
九
〇
買
。

（
３３
）

吉
川
真
司

「税
の
貢
進
」
全
文
字
と
吉
代
日
本
３
流
通
と
文
字
』
吉
川
弘
文
館
、

三
〇
〇
五
年
）
四

一
買
お
よ
び
吉
川
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
３４
）

友
田
氏
註

（
２２
）
前
掲
論
文
、
二
五
四
頁
、
金
山
ま
ど
加

「大
宰
府
貢
綿
木
簡

の
再
検
討
」
令
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
四
人
輯
第
四
分
冊
、

二
〇
〇
三
年
）
五
九
頁
。
研
究
集
会
当
日
、
山
本
崇
氏
か
ら
大
宰
府
史
跡
出
土
木

簡
の
針
葉
樹
と
広
葉
樹
の
割
合
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
た
。
本
稿
執
筆
に
際
し
、

Ｓ
Ｄ
二
三
四
〇
出
土
木
簡
全
点
の
写
真
を
検
討
し
た
結
果
、
針
葉
樹
製
が

一
五
九

点
、
広
葉
樹
製
が
二
七
点
で
あ
り
、
付
札
七
〇
点
に
限
る
と
、
針
葉
樹
製
が
五
人

点
、
広
葉
樹
製
が

一
二
点
と
判
断
さ
れ
る
。

（
３５
）

友
田
那
々
美
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。




